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資源物等の持ち去り対策に
関する調査報告書

調査対象：中核市４６市（東大阪市除く。）

アンケート期間：平成２８年１２月７日から１２月２０日

平成29年5月22日

回 答 数：中核市４６市中、４５市

回 答 率：９８％

１．持ち去り条例等の規定

回答市数 ４５

規定している ３２

規定していない １３

回答があった７１％の市が条例等で持ち去り
を規制している。

71%

29%

２．持ち去り規制対象品目
条例等で規定している市数 ３２

あきかん ２７

あきびん １３

古紙 ２５

不燃ごみ １０

粗大ごみ ５

ペットボトル １６

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 ７

集団回収品目 ２

その他
・集積所に出された一般廃棄物
・自転車
・金属類
・小型電子機器等

２５

あきかんや古紙などが規制対象品目として指定されている。

３．持ち去りの罰則規定の有無

条例等で規定している市数 ３２

有り ２８

無し ４

条例等で規定している８７％の市が罰則を規
定している。

87%

13%
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４．罰則の規定内容

罰則規定がある市数 ２８

罰金 ２２

過料 ３

公表 ６

禁止・中止命令 １４

持ち去り行為をした場合に罰金刑を適用できるところが多い。

５．持ち去り条例施行後の効果

条例等規定市数 ３２

資源回収量が増加 １２

資源回収量が減少 ３

変わらない １２

不明 ５

資源回収量が

増加

37%

資源回収量が

減少

9%

変わらない

38%

不明16%

条例等で規定している３７％が資源の
回収量が増加したと回答

５－１．資源回収量が増加した
市の罰則内容（内訳）

自治体名 罰則内容

Ａ市 過料、禁止・中止命令

Ｂ市 罰金

Ｃ市 罰金

Ｄ市 罰金、公表

Ｅ市 罰金、禁止・中止命令

Ｆ市 罰金、禁止・中止命令

Ｇ市 公表

Ｈ市 過料、禁止・中止命令

Ｉ 市 罰金、禁止・中止命令

Ｊ市 罰金、禁止・中止命令

Ｋ市 罰金

Ｌ市 罰金

６．持ち去りパトロールの実施の有無

回答市 ４５

有り ３１

無し １４

69%

31%
回答があった６９％の市が持ち去りパトロー
ルを実施しており、条例等で規定している市
がほぼ実施している。
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６－１．持ち去りパトロール実施体制

持ち去りパトロール実施市 ３１

市で対応 ２５

市と民間業者で対応 １

委託業者で対応 ３

警察ＯＢで対応 ８
その他
・警察で対応
・有価物回収協会で対応

２

ほとんどが市で対応している。

６－２．持ち去りパトロール時間帯

持ち去りパトロール実施市 ３１

平日の早朝 ２８

平日の日中 １１

平日の夜間 ３

土日祝の早朝 ２

土日祝の夜間 １

平日の早朝に実施している市が多い。

６－３．持ち去りパトロール実施頻度

持ち去りパトロール実施市 ３１

定期的に実施 １４

不定期に実施 ９

苦情時に実施 １１

６－４．持ち去り行為（１回目）の対応

持ち去りパトロール実施市 ３１

口頭指導 ２６

文書指導 ８

行為者の氏名・住所等確認 １９

持ち去った資源を市に返却 １７
その他
・使用車両のナンバー確認
・持ち去り禁止のチラシを配布
・１１０番通報

１２


